出前講座の流れは下記のとおりです。
1 メニュー表から講座を選択 
2 利用申請書を提出（希望する日の1か月前までにメールまたは直接）
3 利用決定通知書の送付（概ね講座の20日前） 
4 講座の実施 
フロー
申　請　者
✿市内在住または通勤通学者
✿講座当日10人以上の参加が見込まれるグループ・団体
①メニュー表から講座を選択
②利用申請書(第１号様式)作成・病院経営課へ提出
※希望する日の1ヶ月前までにメールまたは直接

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

変更・取り消し等の調整(連絡)
※調整(連絡)は、電話等で可

富士市立中央病院　病院経営課
　　　　　　 　✿申請書受理
　　　　　　　　✿第6条(富士市立中央病院｢出前講座｣実施要領)項目のチェック
　　　　　　　　（政治、宗教、営利活動などの会場や催しでないか等）
　　　　　　　　✿講師決定
　　　　　　　　✿日時・内容の調整
　　　　　　　　　利用決定通知書の(第2号様式)作成
③利用決定通知書（第2号様式）の送付
※概ね講座の20日前
※利用をお断りする場合は電話にて連絡
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　　　　　　　　　　④講座の実施
